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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクランブルされて送信された有料の映像音声データを受信するデータ受信装置におい
て、
　スクランブルされて送信された前記映像音声データを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した前記映像音声データをデスクランブルするデスクランブル手段
と、
　前記デスクランブル手段でデスクランブルした映像音声データを視聴または記録のため
に出力する出力手段と、
　契約情報データを管理する管理手段と、
　前記管理手段で管理されている前記契約情報データに基づいて、前記デスクランブルし
た映像音声データの視聴または記録を制御する制御手段とを備え、
　前記契約情報データは、契約したユーザを識別する識別情報と、映像音声データを識別
する情報と、契約に関する情報とを含み、
　前記契約に関する情報は、前記デスクランブルした映像音声データの視聴機器での視聴
の可否に関する視聴契約情報と、前記デスクランブルした映像音声データの記録機器への
記録の可否に関する記録契約情報とを含み、
　前記記録契約情報は、記録機器で記録可能な数を含み、
　前記管理手段は、前記視聴契約情報と前記記録契約情報とを異なる契約情報として管理
し、
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　前記制御手段は、
　前記視聴契約情報によって視聴が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの視聴機器での視聴を可能とし、
　前記記録契約情報によって記録が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの記録機器での記録を、前記記録可能な数まで可能とするように制御する
　ことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項２】
　スクランブルされて送信された有料の映像音声データを受信する受信装置におけるデー
タ受信方法において、
　スクランブルされて送信された前記映像音声データを受信し、
　受信した前記映像音声データをデスクランブルし、
　前記デスクランブルした映像音声データの視聴または記録を契約情報データによって管
理し、
　前記契約情報データは、契約したユーザを識別する識別情報と、映像音声データを識別
する情報と、契約に関する情報とを含み、
　前記契約に関する情報は、前記デスクランブルした映像音声データの視聴機器での視聴
の可否に関する視聴契約情報と、前記デスクランブルした映像音声データの記録機器への
記録の可否に関する記録契約情報とを含み、
　前記記録契約情報は、記録機器で記録可能な数を含み、
　前記視聴契約情報と前記記録契約情報とを異なる契約情報として管理し、
　前記視聴契約情報によって視聴が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの視聴機器での視聴を可能とし、
　前記記録契約情報によって記録が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの記録機器での記録を、前記記録可能な数まで可能とする
　ことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項３】
　スクランブルされて送信された有料の映像音声データを受信する受信装置におけるデー
タ管理方法であって、
　前記映像音声データをデスクランブルし、
　デスクランブルした映像音声データの視聴または記録を契約情報データによって管理し
、
　前記契約情報データは、契約したユーザを識別する識別情報と、映像音声データを識別
する情報と、契約に関する情報とを含み、
　前記契約に関する情報は、前記デスクランブルした映像音声データの視聴機器での視聴
の可否に関する視聴契約情報と、前記デスクランブルした映像音声データの記録機器への
記録の可否に関する記録契約情報とを異なる契約情報として管理し、
　前記記録契約情報は、記録機器で記録可能な数を含み、
　前記視聴契約情報によって視聴が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの視聴機器での視聴を可能とし、
　前記記録契約情報によって記録が認められているときには、前記デスクランブルした映
像音声データの記録機器での記録を、前記記録可能な数まで可能とする
　ことを特徴とするデータ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信されるデジタル情報を受信する受信機、情報機器およびシステムに係り
、特に受信契約に基づき、受信したデジタル情報を再生および記録するシステム内の機器
の連携に関する。なお、以下においては、本発明をデジタル放送サービスにより配信され
る各種番組の映像音声情報を受信するものに適用した場合について説明するが、これに限
らず、同様の仕組みで本発明をデータ通信などのデータの送受信に関するものに適用する
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こともできる。
【背景技術】
【０００２】
　近年，通信衛星を利用したデジタル放送サービスが米国で開始し、日本でも平成８年よ
り通信衛星（ＣＳ）を利用したデジタル多チャンネル放送が開始し、今後各種デジタル放
送サービスが開始される予定である。また現行の地上波放送（アナログ放送）のデジタル
化についての検討も進められている。
【０００３】
現在のデジタル放送では、マルチプログラム対応の多重・分離方式であるＭＰＥＧ２－Ｔ
Ｓ（Transport Stream）形式を用い、複数の番組が多重化されて配信され、デジタル放送
受信機で目的とする番組の映像／音声データを抽出する。
【０００４】
　サービスとしては、無料放送に加え、受信契約が必要な有料放送と視聴した分だけ視聴
料を払うＰＰＶ（ペイ・パー・ビュー）放送などが提供されている。
【０００５】
この様な状況下で、家電・コンピュータ分野では，デジタル放送を受信するデジタル放送
受信機、および番組を再生するデジタルＴＶ、記録するデジタルＶＴＲなどの研究開発が
行われている。
【０００６】
　また、これらのデジタル機器をデータや制御信号を混在させて通信することができる制
御バスで接続し，該機器間でデータや制御信号を送受信する通信システムとして，ＩＥＥ
Ｅ１３９４シリアルバスやＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）を用いた
通信システムが提案されている。このシステムでは，各機器の接続形態に応じて自動的に
ノードＩＤが割り付けられる。該システムに新たに機器を追加，あるいは該システムから
機器を抜いたりすると，バスリセットがかかり，新たな接続形態に対応して再度自動的に
ノードＩＤの割り付けが行われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、現在のデジタル放送受信機は、多重化されて配信された複数の番組から目的の
番組を１つだけ抽出し、それをＴＶなどの出力装置に出力しているため、一度に１チャン
ネルしか視聴することができない。そのため、複数の人がそれぞれ異なる放送番組のチャ
ンネルを視聴するためには、複数のデジタル放送受信機を設置する必要がある。例えば、
家庭内で複数の出力装置でデジタル放送を視聴するためには、その出力装置の数に応じて
デジタル放送受信機を購入しなければならない。これは、利用者にとって非常に不経済で
あるという問題が生じる。
【０００８】
　また、上記のデジタル放送受信機では、有料放送やＰＰＶを視聴するためにデジタル放
送受信機１台毎に１受信契約が必要となる。したがって、家庭内で新たにデジタル放送受
信機を購入する度に契約が必要となり、同時に、各デジタル放送受信機で個別の受信管理
を行う必要があり、手間がかかる。
【０００９】
　さらに、ＰＰＶ放送を視聴するには、契約の他に、課金情報を放送提供元に通知するた
めにデジタル放送受信機と電話回線との接続が必要になる。したがって、複数のデジタル
放送受信機を設置するためには、電話回線との接続を考慮した配置、接続構成を考慮する
必要があった。
【００１０】
　また、今後、ＢＳや地上波のデジタル化が進むと、放送の有料サービスが基本となると
考えられ、番組の違法視聴や不正記録を防ぐ手段が必要となる。
【００１１】



(4) JP 4790841 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　本発明の目的は，放送提供元と視聴者の双方に使い勝手の良い複数受信契約サービスを
提供し、また記録した該放送番組を再生することのできる汎用性のあるデジタル放送受信
機、情報機器およびデジタル放送受信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明の一実施の態様は、例えば特許請求の範囲に記載の
技術的思想を用いる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば，デジタル放送サービスにより配信される番組を受信する機能を備えた
デジタル放送受信機１００において，指定番組分離部２０３と、受信契約管理部２１２、
出力先監視部２１３を設けることにより、以下の効果が得られる。
【００２５】
（１）１台のデジタル放送受信機１００で同時に複数の機器に放送番組を配信することが
でき、家庭内あるいは複数世帯を有するマンションなどで効率よく経済的にデジタル放送
を視聴することができる。
【００２６】
（２）受信契約の管理を簡単に行うことができる。
【００２７】
（３）有料放送やＰＰＶの違法視聴や不正コピーを簡単に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施例であり、本発明をディジタル放送受信システムに適用した構成
図である。
【図２】図１のデジタル放送受信機の一構成図である。
【図３】図１のＴＶなどの出力装置の一構成図である。
【図４】図１のＶＴＲやＤＶＤなどの記録装置の一構成図である。
【図５】受信契約情報データの一構成図である。
【図６】出力先ステータス情報データの一構成図である。
【図７】デジタル放送受信機での放送番組配信手順を示すフローチャート図である。
【図８】デジタルＴＶでの放送番組受信手順および再生手順を示すフローチャート図であ
る。
【図９】デジタル放送受信機での現在の放送番組配信先を変更する手順を示すフローチャ
ート図である。
【図１０】デジタルＴＶでの現在の放送番組配信先を変更する手順を示すフローチャート
図である。
【図１１】デジタルＴＶ、記録機器が表示する警告画面の一構成図である。
【図１２】デジタルＴＶ、記録機器が表示する現在使用中の機器一覧表示画面の一構成図
である。
【図１３】デジタルＴＶ、記録機器が表示する警告画面の一構成図である。
【図１４】本発明の他実施例であり、本発明をディジタル放送受信システムに適用した構
成図である。
【図１５】図１４のデジタル放送受信機内蔵デジタルＴＶの一構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　まず，本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００３０】
　図１は，本発明を説明するための一実施例であり、本発明を一家庭２０内でのデジタル
放送受信システムに適用した構成図である。
【００３１】
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　この例では，通信衛星あるいは地上波を利用してデジタル放送番組を受信するデジタル
放送受信機１００と，該放送番組を表示するデジタルＴＶ１１０ａ～１１０ｃと、磁気テ
ープに放送番組データを記録するデジタルＶＴＲ１２０と、ＤＶＤなどのデジタル記録媒
体に放送番組データを記録する記録装置１３０と、ＰＣ１４０とが，ＩＥＥＥ１３９４シ
リアルバスやＵＳＢなどのバス１０で接続される。
【００３２】
　ここで、家庭２０内でのデジタル放送受信システムを想定して、デジタルＴＶ１１０ａ
、デジタルＶＴＲ１２０は部屋Ａ２１、デジタルＴＶ１１０ｂ、ＤＶＤ１３０、ＰＣ１４
０は部屋Ｂ２２、デジタルＴＶ１１０ｃは部屋Ｃ２３に設置されているものとする。
【００３３】
　なお、デジタルＶＴＲ１２０やＤＶＤ１３０は、ＨＤ，ＭＯ等の磁気ディスクや光ディ
スクに記録する記録装置でも良い。
【００３４】
　次に、図２を用いて、図１のデジタル放送受信機１００の一構成について説明する。
【００３５】
　デジタル放送受信受信機１００は，チューナ部２０１，デスクランブル部２０２，指定
番組分離部２０３、出力形式変換部２０４、暗号／復号変換部２０５、ＡＶデータ出力部
２０６、制御部２０７、コマンド入出力部２０８、課金情報管理部２０９、モデム部２１
０、タイマー予約管理部２１１、受信契約管理部２１２、出力先監視部２１３、認証処理
部２１４から構成される。
【００３６】
　チューナ部２０１は，番組が伝送される複数のチャンネルから所望のチャンネルを選局
し，デジタル変調された番組を復調する部分である。
【００３７】
　デスクランブル部２０２は，放送提供元と受信契約したチャンネルのみを受信可能とす
るためにかけられている放送番組データのスクランブルを解除する部分である。
【００３８】
　指定番組分離部２０３は、多重化されて伝送される放送番組データから所望の放送番組
に対応する映像／音声データを抽出する部分である。
【００３９】
　出力形式変換部２０４は、受信した所望の放送番組データを、本デジタル放送受信機１
００に接続された再生装置や記録装置が所望する出力形式に変換する部分である。
【００４０】
　暗号／復号変換部２０５は、本デジタル放送受信機１００に接続された出力装置や記録
装置との間で放送番組データや各種コマンドを送受信する場合に、途中でデータの不正取
得などを防止するために、送信するデータやコマンドに対して暗号処理を行い、受信した
データやコマンドに対して復号処理を行う部分である。
【００４１】
　ＡＶデータ出力部２０６は、本デジタル放送受信機１００に接続された出力装置や記録
装置などに放送番組データを送信する部分である。
【００４２】
　制御部２０７は、本デジタル放送受信機１００における各部の動作を統括的に制御する
部分である。
【００４３】
　コマンド入出力部２０８は、本デジタル放送受信機１００に接続された出力装置や記録
装置などとの間で各種コマンドを送受信する部分である。
【００４４】
課金情報管理部２０９は、有料放送やＰＰＶなどの視聴あるいは記録を行う場合に課金さ
れる情報を管理する部分である。
【００４５】
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　モデム部２１０は、放送提供元に対して番組リクエスト指令や課金情報などを送信する
部分である。
【００４６】
　タイマー予約管理部２１１は、放送番組の視聴や記録のタイマー予約処理において、タ
イマー予約情報を管理する部分である。
【００４７】
　受信契約管理部２１２は、放送提供元との受信契約に関する情報を管理する部分である
。
【００４８】
　出力先監視部２１３は、本デジタル放送受信機１００から現在放送番組データを出力中
である機器について監視を行う部分である。
【００４９】
　認証処理部２１４は、放送番組データの出力先の機器に対して、正規に認定され製造さ
れた機器であるか（すなわち、違法視聴や不正コピーを行うことのない機器であるか）を
認証する部分である。
【００５０】
　本発明の一特徴は、本デジタル放送受信機１００内に、指定番組分離部２０３と受信契
約管理部２１２と出力先監視部２１３を設けることにより，放送番組の違法視聴や不正記
録を防ぐことができる点にある。
【００５１】
　次に、図３を用いて、図１のデジタルＴＶ１１０ａ～１１０ｃの構成について説明する
。但し、これらはみな同様の構成であり、ここではデジタルＴＶ１１０として、その一構
成について説明する。
【００５２】
　本発明の一実施例としてのデジタルＴＶ１１０は、ＡＶデータ入力部３０１、暗号／復
号変換部３０２、デコーダ部３０３、映像ＤＡ部３０４、音声ＤＡ部３０５、コマンド入
出力部３０６、制御部３０７、タイマー予約管理部３０８、認証処理部３０９、再生出力
管理部３１０、警告処理部３１１から構成される。
【００５３】
　ＡＶデータ入力部３０１は、本デジタルＴＶ１１０に接続されたデジタル放送受信機や
記録装置から映像音声データを受信する部分である。
【００５４】
　暗号／復号変換部３０２は、本デジタルＴＶ１１０に接続されたデジタル放送受信機や
記録装置との間で放送番組データや各種コマンドを送受信する場合に、途中でデータの不
正取得などを防止するために、送信するデータやコマンドに対して暗号処理を行い、受信
したデータやコマンドに対して復号処理を行う部分である。
【００５５】
　デコーダ部３０３は、圧縮された映像音声データを復号し，元の映像音声信号に伸長す
る部分である。
【００５６】
　映像ＤＡ部３０４は、デコーダ部３０３で伸長した映像データを，アナログ映像信号に
変換して出力する部分である。
【００５７】
　音声ＤＡ部３０５は、デコーダ部３０３で伸長した音声データを，アナログ音声信号に
変換して出力する部分である。
【００５８】
　コマンド入出力部３０６は、本デジタルＴＶ１１０に接続されたデジタル放送受信機や
記録装置などとの間で各種コマンドを送受信する部分である。
【００５９】
　制御部３０７は、本デジタルＴＶ１１０における各部の動作を統括的に制御する部分で
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ある。
【００６０】
　タイマー予約管理部３０８は、放送番組のタイマー視聴予約処理において、タイマー予
約情報を管理する部分である。
【００６１】
　認証処理部３０９は、本デジタルＴＶ１１０に接続されたデジタル放送受信機や記録装
置などが正規に認定され製造された機器であるかの認証処理を行う部分である。
【００６２】
　再生出力管理部３１０は、本デジタルＴＶ１１０が現在有料番組を再生しているか否か
を管理する部分である。
【００６３】
　警告処理部３１１は、ユーザが指定した放送番組を視聴できない旨をユーザに通知した
り、現在の視聴を中断する旨を通知する部分である。
【００６４】
　同様に、図４を用いて、図１のデジタルＶＴＲ１２０の一構成について説明する。なお
、ＤＶＤ１３０なども同様の構成とする。
【００６５】
　デジタルＶＴＲ１２０は、ＡＶデータ入出力部４１０、暗号／復号変換部４２０、記録
部／再生部４３０、コマンド入出力部４４０、制御部４５０、記録管理部４６０、警告処
理部４７０、タイマー予約管理部４８０、認証処理部４９０から構成される。
【００６６】
　ＡＶデータ入出力部４１０は、本デジタルＶＴＲ１２０に接続されたデジタル放送受信
機や出力装置などとの間で映像音声データを送受信する部分である。
【００６７】
　暗号／復号変換部４２０は、前記本デジタルＴＶ１１０内の暗号／復号変換部３０２と
同様である。
【００６８】
　記録部／再生部４３０は、受信した映像音声データの記録あるいは再生を実行する部分
である。
【００６９】
　コマンド入出力部４４０は、前記本デジタルＴＶ１１０内のコマンド入出力部３０６と
同様である。
【００７０】
　制御部４５０は、本デジタルＶＴＲ１２０における各部の動作を統括的に制御する部分
である。
【００７１】
　記録管理部４６０は、本デジタルＶＴＲ１２０が現在有料番組を記録しているか否かを
管理する部分である。
【００７２】
　警告処理部４７０は、ユーザが指定した放送番組を記録できない旨をユーザに通知した
り、現在の記録を中断する旨を通知する部分である。
【００７３】
　タイマー予約管理部４８０は、放送番組のタイマー記録予約処理において、タイマー予
約情報を管理する部分である。
【００７４】
　認証処理部４９０は、前記本デジタルＴＶ１１０内の認証処理部３０９と同様である。
【００７５】
　次に、図５を用いて、図１と図２のデジタル放送受信機１００内の受信契約管理部２１
２で管理する受信契約情報データ５００の一構成例について説明する。
【００７６】
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受信契約情報データ５００は、契約ＩＤ５１０、受信契約チャンネル５２０、視聴契約数
５３０、記録契約数５４０から構成される。
【００７７】
　契約ＩＤ５１０は、放送提供元が受信契約したユーザ（すなわちデジタル放送受信機１
００）を識別するための唯一の識別子であり、受信契約した際に放送提供元より決定され
る。
【００７８】
　受信契約チャンネル５２０は、該契約ＩＤ５１０で特定される受信契約を行い、ユーザ
が視聴あるいは記録することができるチャンネルを示す。この例では、チャンネル２１０
（ＣＨ２１０）、チャンネル４３０（ＣＨ４３０）の２つが契約されている。
【００７９】
　視聴契約数５３０は、該受信契約チャンネル５２０の放送番組データを同時に視聴出力
することのできる出力機器数を示す。この例では、チャンネル２１０を同時に視聴出力で
きるのは２台、チャンネル４３０は１台である。
【００８０】
　記録契約数５４０は、該受信契約チャンネル５２０の放送番組データを同時に記録出力
することのできる記録機器数を示す。この例では、チャンネル２１０を同時に記録出力で
きるのは１台、チャンネル４３０は０台である。
【００８１】
　次に、図６を用いて、図１と図２のデジタル放送受信機１００内の図２の出力先監視部
２１３で管理する出力先ステータス情報データ６００の一構成について説明する。
【００８２】
　出力先ステータス情報データ６００は、受信契約チャンネル６１０、視聴機器６２０、
記録機器６３０から構成される。
【００８３】
　受信契約チャンネル６１０は、前記受信契約チャンネル５２０と同様の内容である。す
なわち、この例では、チャンネル２１０（ＣＨ２１０）とチャンネル４３０（ＣＨ４３０
）を示す。
【００８４】
　視聴機器６２０は、バス１０上に接続された複数の出力機器の中で、現在該受信契約チ
ャンネル６１０の放送番組データを出力している出力機器を特定するための唯一の識別子
を示す。これは、バス上の各機器に対して予め与えられる機器アドレスでも良い。この例
では、チャンネル２１０については現在出力中の機器は１台であり、Node_ID_1で特定さ
れる出力機器６２１に対して放送番組データを出力していることを示す。
【００８５】
　記録機器６３０は、バス１０上に接続された複数の記録機器の中で、現在該受信契約チ
ャンネル６１０の放送番組データを出力している記録機器を特定するための唯一の識別子
を示す。これは、バス上の各機器に対して予め与えられる機器アドレスでも良い。この例
では、チャンネル２１０については現在記録中の機器は１台であり、Node_ID_3で特定さ
れる出力機器６３１に対して放送番組データを出力していることを示す。
【００８６】
　ここで、該出力先ステータス情報データ６００は、前記デジタル放送受信機１００の電
源ＯＮ時に、該出力先監視部２１３が前記受信契約管理部２１２で管理する前記受信契約
情報データ５００を読み込み、その内容を元に作成される。
【００８７】
　次に、図７、図８を用いて、本システムにおいて、ユーザが所望する放送番組を図１と
図２のデジタル放送受信機１００が出力機器であるデジタルＴＶ１１０ａ～１１０ｃに配
信する手順について説明する。なお、分かりやすいように、現在チャンネル２１０の放送
番組を、デジタルＴＶ１１０ｂで視聴中そしてＤＶＤ１３０で記録中であり、新たにデジ
タルＴＶ１１０aから該チャンネル２１０の受信要求が発行された場合について想定する
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。
【００８８】
　最初に、図７を用いて、図１と図２のデジタル放送受信機１００側での放送番組を配信
する手順について説明する。
【００８９】
　デジタル放送受信機１００は、電源がＯＮされ、セットアップ処理が終了すると、バス
１０で接続された他の機器からのチャンネル要求受信待ち状態になり（ステップ７１１）
、図２のコマンド入出力部２０８でチャンネル要求がないかを監視する（ステップ７１２
）。ここで、図１のデジタルＴＶ１１０aからチャンネル２１０の配信要求を受信した場
合、図２の制御部２０７は出力先監視部２１３で管理している出力先ステータス情報デー
タ６００を読み込み（ステップ７１３）、受信契約の範囲内で所望の放送番組を配信する
ことができるかをチェックする（ステップ７１４）。図６の出力ステータス情報データ６
００では、受信契約チャンネル２１０（図中の６１１）に対する視聴契約数が２であり、
前述した通り、図１において現在はデジタルＴＶ１１０b（出力機器６２１）とＤＶＤ１
３０（記録機器６３１）に対して放送番組を配信中である。したがって、図１のデジタル
ＴＶ１１０ａからの配信要求は視聴契約数の範囲内であるため、該放送番組を配信するこ
とが可能となるので、その旨を図２のコマンド入出力部２０８を介して図１のデジタルＴ
Ｖ１１０ａに対して通知する。そして、図２の認証処理部２１４で図１のデジタルＴＶ１
１０ａが正規に認定され製造された機器であるか（すなわち、違法視聴を行うことのない
機器であるか）を認証し（ステップ７１５）、正規の機器であれば、前記出力ステータス
情報データ６００内の視聴機器６２２に図１のデジタルＴＶ１１０ａを示す機器ＩＤを書
き込む（ステップ７１６）。そして、チャンネル２１０の放送番組データに対して暗号／
復号変換部２０５で暗号処理を行い、ＡＶデータ出力部２０６から図１のデジタルＴＶ１
１０ａに対して配信する（ステップ７１７）。配信後は、チャンネル要求受信待ち状態（
ステップ７１１）に戻る。次に、前記処理に引き続き、図１のデジタルＴＶ１１０ｃから
チャンネル２１０の配信要求を受信すると、前記と同様に、ステップ７１３、ステップ７
１４の処理を行う。その結果、受信契約チャンネル２１０の視聴契約数２の範囲を超えて
しまうため、該放送番組を配信することができないので、その旨を図１のデジタルＴＶ１
１０ｃに対して通知する（ステップ７１８）。そして、デジタルＴＶ１１０ｃより現在の
配信先を変更する要求があるか否かをチェックする（ステップ７１９）。配信先の変更要
求がない場合はチャンネル要求受信待ち状態（ステップ７１１）に戻り、変更要求があっ
た場合は配信先の変更処理を実行する（ステップ７２０）。この変更処理の詳細について
は図９で述べる。
【００９０】
　次に、図８を用いて、図１のデジタルＴＶ１１０ａ、１１０ｃがユーザの所望する放送
番組を受信し再生する手順について説明する。
【００９１】
　まず、ユーザによりリモコンなどの入力デバイスを用いてチャンネルが選択されると（
ステップ８００）、図１のデジタルＴＶ１１０ａは、図３のコマンド入出力部３０６を介
してユーザが所望するチャンネルの放送番組を配信してくれるように要求するコマンドを
図１と図２のデジタル放送受信機１００に対して発行する（ステップ８１０）。そして、
デジタル放送受信機１００から該放送番組が配信されるか否かの決定内容を判定する（ス
テップ８２０）。その結果、前述の通り、デジタル放送受信機１００ではデジタルＴＶ１
１０ａの配信要求については受付けるので、デジタルＴＶ１１０ａは配信できる旨の決定
を受信する。その後、デジタル放送受信機１００との間で認証処理を行い（ステップ８３
０）、デジタル放送受信機１００から配信される暗号処理された放送番組データを図３の
ＡＶデータ入力部３０１で受信し（ステップ８４０）、暗号／復号変換部３０２で放送番
組データに対する暗号化の解除を行い、デコーダ部３０３で映像データ、音声データに分
離し、映像ＤＡ部３０４と音声ＤＡ部３０５で映像データおよび音声データをユーザに対
して出力する（ステップ８５０）。
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【００９２】
　次に、図１のデジタルＴＶ１１０ｃが放送番組の配信要求を発行した場合について説明
する。ステップ８００～ステップ８２０までは前述と同様の処理を行う。デジタル放送受
信機１００は引続き受信したデジタルＴＶ１１０ｃからの配信要求については拒否するの
で、ステップ８２０でデジタルＴＶ１１０ｃは配信できない旨の通知を受信する。すると
、デジタルＴＶ１１０ｃは、警告処理部３１１で所望の放送番組を視聴できない旨を警告
表示画面で表示したり、音声で警告説明を行うなどしてユーザに通知する（ステップ８６
０）。そして、ユーザから、デジタル放送受信機１００の現在の出力先を変更する要求が
指示されたか否かを判定する（ステップ８７０）。その結果、どうしてもデジタルＴＶ１
１０ｃで視聴したいので、ユーザより現在視聴出力中のデジタルＴＶ１１０ａおよび１１
０ｂのいずれかの視聴を中断する要求があった場合は、デジタル放送受信機１００に対し
て出力先を変更する要求を発行し（ステップ８８０）、出力先の変更処理を実行する（ス
テップ８９０）。この変更処理の詳細については図１０で述べる。一方、ステップ８７０
において、ユーザから出力先の変更が指示されなかった場合は、処理を終了する。
【００９３】
　次に、図９を用いて、図１と図２のデジタル放送受信機１００側での放送番組の配信先
を変更する処理（ステップ７２０）の詳細について説明する。
【００９４】
　デジタル放送受信機１００は、図２のコマンド入出力部２０８を介して図１のデジタル
ＴＶ１１０ｃからの放送番組配信先の変更要求を受信すると、図２の出力先監視部２１３
で管理している図６の出力ステータス情報データ６００の内容を読み込み、現在の出力先
の機器に関する情報を取得する（図９のステップ９１０）。そして、デジタルＴＶ１１０
ｃに対して該情報を送信し、該機器の中から出力を中断する機器を選択してもらうように
要求する（ステップ９２０）。そして、ユーザにより中断する機器が選択されたか否かを
判定する（ステップ９３０）。その結果、デジタルＴＶ１１０ｃより中断する機器が選択
されなかった場合はチャンネル要求受信待ち状態（ステップ７１１）に戻る。デジタルＴ
Ｖ１１０ｃより中断する機器が選択された場合、例えばデジタルＴＶ１１０ａが選択され
た場合は、まずデジタルＴＶ１１０ａに対して現在の番組配信を中断する旨を通知し、す
ぐにあるいは数分後に番組配信を中断する。そして、出力ステータス情報データ６００内
に記述されたデジタルＴＶ１１０ａに関するデータを削除する（ステップ９４０）。そし
て前述の認証処理（ステップ７１５）から以降の処理を実行する。
【００９５】
　次に、図１０を用いて、図１と図２のデジタルＴＶ１１０ｃ側での放送番組の配信先を
変更する処理（ステップ８９０）の詳細について説明する。
【００９６】
　デジタルＴＶ１１０ｃは、デジタル放送受信機１００から中断する機器の選択要求を受
信すると、同時に送信されてきた現在の出力先に関する情報を元に、現在使用中の機器一
覧表示画面を表示し（ステップ１０１０）、ユーザにその中から中断する機器を選択して
もらう（ステップ１０２０）。そして、選択してもらった機器についてデジタル放送受信
機１００に通知する（ステップ１０３０）。
【００９７】
　ここで、図８のステップ８６０において、図１のデジタルＴＶ１１０ｃがユーザに対し
て表示する警告画面１１００の一例を、図１１に示す。該画面１１００上で、ユーザが「
処理を終了する。」項目１１１０を選択すると、番組配信要求処理を終了する。
【００９８】
　ユーザが「現在使用中の機器を中断する。」項目１１２０を選択すると、ステップ１０
１０において図１２に示すような現在使用中の機器一覧表示画面１２００を表示する。該
画面１２００上で、ユーザが＜戻る＞１２２０を指示すると、画面１１００に戻る。ユー
ザが中断する機器を選択し、＜決定＞１２１０を指示すると、所望の放送番組が配信され
るのを待つ。
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【００９９】
　また、ステップ９４０において、デジタル放送受信機１００から番組配信の中断が通知
されたデジタルＴＶ１１０ａでは、図１３に示すような警告画面１３００を表示する。
【０１００】
　上述の例では、主にデジタル放送受信機１００とデジタルＴＶ１１０ａ～１１０ｃ間の
番組配信手順について述べた。
【０１０１】
　次に、デジタルＶＴＲ１２０やＤＶＤ１３０との番組配信手順について簡単に説明する
。
【０１０２】
　まず、デジタルＶＴＲ１２０がチャンネル２１０の放送番組を記録中であり、デジタル
放送受信機１００の出力先監視部２１３の出力ステータス情報データ６００内の記録機器
６３０には該デジタルＶＴＲ１２０に関する機器ＩＤが記述されているとする。ここで、
ＤＶＤ１３０から同じ放送番組の記録要求があると、該チャンネルの記録契約数が１であ
るので、前述の記録要求は受け付けない。
【０１０３】
　以上から，本実施例では，図１において、デジタル放送受信機１００と出力機器１１０
（１１０ａ～１１０ｃ）や記録機器１２０、１３０が制御バス１０で接続されたシステム
において、デジタル放送受信機１００に、図２の指定番組分離部２０３と受信契約管理部
２１２と出力先監視部２１３を設け、図１の出力機器１１０（１１０ａ～１１０ｃ）や記
録機器１２０、１３０に、図３や図４の警告処理部３１１や４７０を設ける。そして、上
述したように、デジタル放送受信機１００が放送番組の出力要求を受信すると、受信契約
の内容に基づき、該要求を受け付けるか拒絶するかをチェックする。ここで、問題がある
場合は、ユーザにモニタ画面などでその旨を通知する。これにより、デジタル放送番組の
違法視聴や不正記録を簡単に防ぐことができる。
【０１０４】
ここで、デジタル放送受信機１００の出力先監視部２１３は、現在の出力先の数のみを監
視し、出力先に関する情報は監視しない場合もある。この場合は、バス１０上に接続され
た各機器の再生出力管理部３１０、記録管理部４６０に対して直接、現在の出力状況ある
いは記録状況や番組に関する情報の取得要求を発行し、各機器に関する情報を取得するこ
ととなる。
【０１０５】
　また、本実施例では、１台のデジタル放送受信機１００でデジタル放送受信システムを
構築することができるため、複数のデジタル放送受信機の購入も個別に必要となる受信契
約の手間も省くことができ、ユーザの負担が軽減される。
【０１０６】
　なお、図１のデジタル放送受信機１００は出力装置や記録装置のいずれか一方と、ある
いは両方と一体になったものでもよく、この例を図１４、１５に示す。
【０１０７】
　図１４では、デジタル放送受信機内蔵デジタルＴＶ１４００が他の出力装置や記録装置
に番組を配信する。このように出力装置、記録装置と一体となった受信機は他の出力装置
や記録装置に番組を配信する。この場合の出力管理は前述した処理により行われる。
【０１０８】
　図１５は、デジタル放送受信機内蔵デジタルＴＶ１４００の一構成であり、図２のデジ
タル放送受信機１００の構成と図３のデジタルＴＶ１１０の構成を組み合わせたものであ
る。このように出力装置、記録装置と一体となった受信機は図２のデジタル放送受信機１
００の構成と図３のデジタルＴＶ１１０の構成、図４のデジタルＶＴＲ１２０の構成を組
み合わせればよい。
【０１０９】
　また、タイマー予約設定時のように、デジタル放送受信機１００に現在の出力先を中断
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されないように、予め優先度を設定することも考えられる。
【符号の説明】
【０１１０】
　１００・・・デジタル放送受信機、１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ・・・デジタルＴＶ
、１２０・・・デジタルＶＴＲ、１３０・・・記録装置、１４０・・・ＰＣ、１０・・・
バス、２０１・・・チューナ部、２０２・・・デスクランブル部、２０３・・・指定番組
分離部、２０４・・・出力形式変換部、２０５・・・暗号／復号変換部、２０６・・・Ａ
Ｖデータ出力部、２０７・・・制御部、２０８・・・コマンド入出力部、２０９・・・課
金情報管理部、２１０・・・モデム部、２１１・・・タイマー予約管理部、２１２・・・
受信契約管理部、２１３・・・出力先監視部、２１４・・・認証処理部、３０１・・・Ａ
Ｖデータ入力部、３０２・・・暗号／復号変換部、３０３・・・デコーダ部、３０４・・
・映像ＤＡ部、３０５・・・音声ＤＡ部、３０６・・・コマンド入出力部、３０７・・・
制御部、３０８・・・タイマー予約管理部、３０９・・・認証処理部、３１０・・・再生
出力管理部、３１１・・・警告処理部、４１０・・・ＡＶデータ入出力部、４２０・・・
暗号／復号変換部、４３０・・・記録部／再生部、４４０・・・コマンド入出力部、４５
０・・・制御部、４６０・・・記録管理部、４７０・・・警告処理部、４８０・・・タイ
マー予約管理部、４９０・・・認証処理部、５００・・・受信契約情報データ、５１０・
・・契約ＩＤ、５２０・・・受信契約チャンネル、５３０・・・視聴契約数、５４０・・
・記録契約数、６００・・・出力先ステータス情報データ、６１０・・・受信契約チャン
ネル、６２０・・・視聴機器、６３０・・・記録機器。

【図１】 【図２】
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【図１３】



(15) JP 4790841 B2 2011.10.12

【図１４】 【図１５】



(16) JP 4790841 B2 2011.10.12

10

フロントページの続き

(72)発明者  工藤　善道
            神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２番地株式会社日立製作所マルチメディアシステム開発本部内

    審査官  矢野　光治

(56)参考文献  特開平０９－１３０７６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０９８１６４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１６－７／１７３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

